
 

1. 石狩市自殺対策行動計画（仮称）策定の概要  

 
◆ 計画策定の背景 自殺対策基本法（平成 28 年 3 月改正） 

第 13 条 市町村は、自殺対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し
て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。 

 
◆ 検討組織    ① 自殺対策行動計画策定委員会 ② 庁内関係課会議 
 
◆ 内容・目標値等 下記資料等を参考に作成する。 

① 自殺総合対策大綱（平成 29 年 7 月閣議決定） 
          ② 市町村自殺対策計画策定の⼿引き〈平成 29 年 11 月厚労省〉 
          ③ 平成 29 年度モデル事業の全国 14 市町村の計画 
           
◆ 石狩市健康づくり計画〈第 2 次〉との関連 
          平成 31 年の中間評価の際に、自殺死亡率や関連施策の整合性を図る。 
           

目標項目 
 

現状 
（H27 年） 

目標 
（H35 年） 

国の目標 
（H34 年） 

備考 
（H26 年） 

自殺死亡率の減少 
〈人口 10 万人当たり〉 

19.4 
（H22～26） 

19.0 以下 
※中間評価で見直し 

19.4 
（H28 年まで） 

全道 20.7 
全国 19.7 

※ 石狩市健康づくり計画〈第 2次〉47 頁 

 
 
2． 自殺総合対策大綱〈平成 29 年 7 月閣議決定〉概要   
                  
 

資料 1 



 

3． 自殺の危機要因イメージ図 （厚生労働省資料）  
 

 
 
4． 自殺の危機経路 （NPO ライフリンク資料）  
 
       

 


